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平成２８年第６回川島町教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時 平成２８年４月２０日(水)午後２時５７分から同４時９分 

２ 場  所 川島町役場第２委員会室 

３ 出 席 者 中村正宏教育長、深谷邦彦教育長職務代理者、大野美寿代委員、 

菊池建太委員、福島彰委員 

４ 欠 席 者 なし 

５ 執 行 部 粕谷副教育長兼教育総務課長、関生涯学習課長 

６ 会議日程 

  日程第 １ 会議録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 前回会議録の承認 

日程第 ４ 教育長報告 

日程第 ５ （議案第３６号）川島町小中学校統合協議会の委員の代理出席

に関する要領を定めることについて 

日程第 ６ （議案第３７号）学校図書館司書教諭の任命について  

日程第 ７ （議案第３８号）学校評議員の委嘱について 

日程第 ８ （議案第３９号）学校教育推進員の委嘱について  

日程第 ９ （議案第４０号）川島町就学支援委員会委員の委嘱について  

日程第１０ （議案第４１号）川島町児童生徒体力向上推進委員会委員の委

嘱について 

日程第１１ （議案第４２号）川島町社会教育委員の委嘱について  

日程第１２ （議案第４３号）公民館運営審議会委員の委嘱について  

日程第１３ （議案第４４号）川島町学校体育施設管理指導員の委嘱につい  

             て 

日程第１４ （報告第 ４号）指定校変更の許可について（資料は当日配布・

回収） 

日程第１５ （報告第 ５号）平成２７年度要保護及び準要保護児童生徒の

認定について（資料は当日配布・回収） 

日程第１６ （報告第 ６号）文芸かわじま第２６号編集委員の委嘱につい

て 

７ 議事の経過 別紙のとおりを定めること 

８ 傍 聴 人  なし 

９ 書  記  教育総務課主幹 山﨑 清  



事 務 局 職 員  事務局より報告します。 

本日の定例会に、傍聴申し込みがありませんでした。 

 

 

【開会】 

教 育 長    皆さん、こんにちは。 

本日の出席委員は、４名全員であります。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたします。また、事務局からは副教育長兼教

育総務課長、生涯学習課長等が出席しております。 

ただ今から平成２８年第６回教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 

【日程第１ 会議録署名委員の指名】 

教 育 長   会議録署名委員の指名につきまして、署名委員は、大野委員にお

願いいたします。 

 

 

【日程第２ 会期の決定】 

教 育 長   会期の決定ですが、本日限りとします。 

 

 

【日程第３ 前回会議録の承認】 

教 育 長   平成２８年第４回教育委員会定例会会議録ならびに平成２８年

第５回教育委員会臨時会会議録の承認について、質疑がございまし

たら、挙手をお願いいたします。 

菊 池 委 員   １１ペ－ジの中段の私の発言の「如何なのか。」を「如何なの 

         かとの声もあり、」に訂正をお願いします。 

教  育  長   「如何なのかとの声もあり、尐し気になります。」に訂正しま

す。 

大 野 委 員   １３ペ－ジの下から７行目の私の発言と副教育長兼教育総務課

長の答弁は、削除したほうがよいと思います。 

 

教 育 長    人事案件ですので、町ホ－ムペ－ジに掲載されませんが、議案

第２０号の質疑につきましては、削除した方が適切と判断し削除し

ます。 他にございますか。 

特にないようなので、承認します。 

 

 

【日程第４ 教育長報告】 

教 育 長  ここで、私から報告がございます。 

教 育 長  （報告） 

教 育 長  以上で、報告を終わります。 

 



 

教 育 長   本日の議題の日程第５（議案第３６号）以外の日程第６（議案第

３７号）から日程第１６（報告第６号）の１１本の人事案件、指定

校変更の許可及び準要保護の認定につきましては、任免に関するこ

と、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権

利利益を害するおそれがあることから、川島町教育委員会会議規則

第１２条第１項第１号及び第４号の規定に基づき、当報告は非公開

にすることを提案します。 

 

教 育 長   議案第３７号から報告第６号につきまして非公開にすることに

ついて、ご異議はございませんか。 

            （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第３７号から報告６号につきましては、非公開とします。 

 

 

【日程第５ 議案第３６号】 

教 育 長   それでは、議事に入ります。 

              議案第３６号「川島町小中学校統合協議会の委員の代理出席に関す

る要領を定めることについて」を議題とし、事務局から説明させて

いただきます。 

副教育長兼教育総務課長  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第３６号「川島町小中学校

統合協議会の委員の代理出席に関する要領を定めることについて」

に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

大 野 委 員   第２条の２項の後段の「書面により会長に申し出る」となってい 

 るが、様式はできているのか。 

副教育長兼教育総務課長   様式は用意しております。事前に提出されたものを会長が承認す

る形をとります。 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

           （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第３６号「川島町小中学校統合協議会の委員の代理出席に関する要

領を定めることについて」は、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

 

 

 

 



日程第 ６ （議案第３７号） 

日程第 ７ （議案第３８号） 

日程第 ８ （議案第３９号） 

日程第 ９ （議案第４０号） 

日程第１０ （議案第４１号） 

日程第１１ （議案第４２号） 

日程第１２ （議案第４３号） 

日程第１３ （議案第４４号） 

日程第１４ （報告第 ４号） 

日程第１５ （報告第 ５号） 

日程第１６ （報告第 ６号） 

 

【日程第６ (議案第３７号)】 

教 育 長   続きまして、議案第３７号「学校図書館司書教諭の任命について」

事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長   （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第３７号「学校図書館司書

教諭の任命について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手に

てお願いします。 

  (質疑なし) 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第３７号「学校図書館司書教諭の任命について」は、原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第７ (議案第３８号)】 

教 育 長   続きまして、議案第３８号「学校評議員の委嘱について」事務局

から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第３８号「学校評議員の委

嘱について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願い

します。 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議

案第３８号「学校評議員の委嘱について」は、原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 

 



【日程第８ (議案第３９号)】 

教 育 長    続きまして、議案第３９号「学校教育推進員の委嘱について」

事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長  （説明） 

教 育 長    事務局より説明がありましたが、議案第３９号「学校教育推進

員の委嘱について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にて

お願いします。 

教 育 長    質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対し 

てご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第３９号「学校教育推進員の委嘱について」は、原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 

【日程第９ (議案第４０号)】 

教 育 長   続きまして、議案第４０号「川島町就学支援委員会委員の委嘱に

ついて」事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第４０号「川島町就学支援

委員会委員の委嘱について」に対し、質疑又は意見がありましたら

挙手にてお願いします。 

       （質疑なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

      （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第４０号「川島町就学支援委員会委員の委嘱について」は、原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１０ (議案第４１号)】 

教 育 長   続きまして、議案第４１号「川島町児童生徒体力向上推進委員会

委員の委嘱について」事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第４１号「川島町児童生徒

体力向上推進委員会委員の委嘱について」に対し、質疑又は意見が

ありましたら挙手にてお願いします。 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対し 

てご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第４１号「川島町児童生徒体力向上推進委員会委員の委嘱について」

は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 



【日程第１１ (議案第４２号)】 

教 育 長   続きまして、議案第４２号「社会教育委員の委嘱について」事務

局から説明させていただきます。 

生涯学習課長  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第４２号「社会教育委員の

委嘱について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願

いします。 

        （質疑なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第４２号「社会教育委員の委嘱について」は、原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 

【日程第１２ (議案第４３号)】 

教 育 長   続きまして、議案第４３号「公民館運営審議会委員の委嘱につい

て」事務局から説明させていただきます。 

生涯学習課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第４３号「公民館運営審議

会委員の委嘱について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手

にてお願いします。 

       （質疑なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

         （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第４３号「公民館運営審議会委員の委嘱について」は、原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１３ (議案第４４号)】 

教 育 長  続きまして、議案第４４号「川島町学校体育施設管理指導員の委

嘱について」事務局から説明させていただきます。 

生涯学習課長  （説明） 

教 育 長  事務局より説明がありましたが、議案第４４号「川島町学校体育施

設管理指導員の委嘱について」に対し、質疑又は意見がありましたら

挙手にてお願いします。 

（質疑なし） 

教 育 長  質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第４４号「川島町学校体育施設管理指導員の委嘱について」は、原案



どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１４ (報告第４号)】 

教 育 長  続きまして、報告第４号「指定校変更の許可について」事務局か

ら説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長  この報告は、教育長への委任事項ですので、特に質疑等は求めま

せん。 

 

【日程第１５ (報告第５号)】 

教 育 長  続きまして、報告第５号「平成２７年度要保護及び準要保護児童

生徒の認定について」事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長  この報告は、教育長への委任事項ですので、特に質疑等は求めま

せん。 

 

【日程第１６ (報告第６号)】 

教 育 長  続きまして、報告第６号「文芸かわじま第２６号編集委員の委嘱

について」事務局から説明させていただきます。 

生涯学習課長 （説明） 

教 育 長  この報告は、教育長への委任事項ですので、特に質疑等は求めま

せん。 

 

 

【閉 会】 

教 育 長  以上をもちまして、平成２８年第６回教育委員会定例会を閉会と

します。 

 

 

 


